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台
湾
衛
生
福
利
部
（
以
下
、
衛
福
部
）
は
、
2
0
2
2
年
1
月
13
日
に

公
式
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
「
再
生
医
療
三
法
」（
再
生
医
療
発
展
法
・

再
生
医
療
施
行
管
理
条
例
・
再
生
医
療
製
剤
管
理
条
例
）
草
案
の
制
定
を

予
告
し
た
。
ま
た
、
再
生
医
療
産
業
の
発
展
を
加
速
す
る
た
め
、
蔡
英
文

総
統
は
2
月
14
日
の
関
連
イ
ベ
ン
ト
で
、
積
極
的
に
「
再
生
医
療
三
法
」

を
制
定
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
専
用
基
金
の
設
置
及
び
人
材
養
成
の
計
画

に
よ
り
再
生
医
療
の
研
究
を
誘
致
し
、
再
生
医
療
産
業
の
発
展
を
促
進
す

る
と
し
た
。
こ
の
政
策
は
、
す
で
に
関
連
す
る
治
療
に
参
与
し
た
医
療
機

関
や
バ
イ
オ
産
業
業
者
に
と
っ
て
大
き
な
奨
励
に
な
り
、
新
し
い
医
療
法

を
待
つ
患
者
に
と
っ
て
も
希
望
を
も
た
ら
す
大
き
な
福
音
で
も
あ
る
。

損
傷
し
た
組
織
や
器
官
修
復

　

再
生
医
療
と
は
、
細
胞
の
再
生
す
る
力
を
利
用
し
、
損
傷
し
た
組
織
や

器
官
を
修
復
す
る
医
療
技
術
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
新
し
い
医
学
分
野
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
応
用
で
き
る
範
囲
も
非
常
に
広
い
。
こ
の
新
し

い
治
療
法
に
よ
り
、
治
療
が
難
し
く
回
復
困
難
な
病
気
と
さ
れ
る
、
が
ん
、

糖
尿
病
、
神
経
の
病
気
な
ど
を
大
幅
に
改
善
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期

待
さ
れ
て
い
る
。
関
連
治
療
法
は
世
界
に
お
い
て
成
熟
し
つ
つ
あ
り
、
欧

米
、
日
各
国
の
医
薬
関
連
の
主
務
機
関
も
近
年
続
々
と
細
胞
治
療
薬
の
市

場
販
売
を
認
め
、
さ
ら
に
新
興
治
療
技
術
や
製
品
の
発
展
の
特
性
に
合
う

管
理
措
置
を
考
え
、
制
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

台
湾
中
央
研
究
院
は
1
9
9
8
年
に
台
湾
初
の
幹
細
胞
研
究
セ
ン

タ
ー
を
立
ち
上
げ
た
後
、
関
連
学
会
を
続
々
と
成
立
さ
せ
た
。
2
0
1
0

年
以
前
、
細
胞
治
療
は
医
療
技
術
に
分
類
さ
れ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
が
、

10
年
に
衛
福
部
が
食
品
と
薬
物
の
管
理
署
（
Ｔ
Ｆ
Ｄ
Ａ
）を
設
立
し
た
後
、

細
胞
治
療
は
医
薬
製
品
と
し
て
分
類
さ
れ
、
関
連
製
品
は
薬
事
法
を
適
用

す
る
こ
と
に
な
っ
て
管
理
は
き
わ
め
て
厳
し
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
伝

統
薬
品
向
け
の
厳
し
い
規
制
は
、
新
し
い
分
野
の
細
胞
治
療
に
は
向
い
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
台
湾
は
細
胞
治
療
法
を
臨
床
に
使
え
る
チ
ャ
ン
ス
を

与
え
た
が
、
関
連
規
制
基
準
の
欠
如
に
よ
り
、
細
胞
治
療
の
進
展
は
牛
歩

の
よ
う
だ
。

　

2
0
1
5
年
、
上
咽
頭
が
ん
を
患
っ
た
王
宥
鈞
氏
（
筆
名
卡
斯
柏
）
は
、

伝
統
的
な
治
療
を
受
け
た
が
顕
著
な
効
果
が
得
ら
れ
ず
、
医
師
の
勧
め
に

よ
り
、
海
外
で
免
疫
細
胞
治
療
を
受
け
た
。
し
か
し
、
治
療
や
国
内
外
を

往
復
す
る
費
用
が
莫
大
な
も
の
と
な
り
、
体
力
の
消
耗
な
ど
も
あ
っ
て
同

年
、
王
氏
を
し
て
台
湾
で
法
律
改
正
請
求
提
案
を
発
起
さ
せ
た
。 

そ
れ

に
加
え
て
、
当
時
国
内
バ
イ
オ
テ
ッ
ク
産
業
の
需
要
も
あ
り
、
台
湾
は
よ

う
や
く
18
年
9
月
6
日
に
「
特
定
醫
療
技
術
檢
査
檢
驗
醫
療
儀
器
施
行
或

使
用
管
理
辦
法
」（
略
称
・
特
管
弁
法
）
の
改
正
案
を
通
過
さ
せ
、
条
件
付

き
で
六
つ
の
細
胞
治
療
項
目
を
認
め
た
。
特
管
弁
法
の
改
正
案
が
通
過
す

る
や
、
数
多
く
の
医
療
機
関
や
バ
イ
オ
テ
ッ
ク
関
連
の
産
業
が
許
可
を
申

請
。
こ
れ
に
対
し
、
特
管
弁
法
は
一
定
の
条
件
の
下
に
一
部
の
自
家
細
胞

に
よ
る
治
療
を
認
め
た
が
、
細
胞
製
剤
の
管
理
に
対
し
て
は
細
胞
治
療
と

デ
ュ
ア
ル
規
制
制
度
で
管
理
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
関
連
草
案
も
制
定
し

た
。
だ
が
、
製
剤
管
理
条
例
草
案
は
今
だ
に
通
過
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。

バ
イ
オ
産
業
「
１
兆
元
の
商
機
」

　

今
回
、
衛
福
部
の
予
告
し
た
三
つ
の
草
案
中
、「
再
生
医
療
発
展
法
」は

上
位
法
で
あ
り
、
再
生
医
療
の
政
策
全
体
お
よ
び
産
業
発
展
の
計
画
に
関

す
る
法
律
で
あ
る
。
主
務
機
関
に
関
連
政
策
の
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の

諮
問
会
を
設
立
す
る
ほ
か
、
同
時
に
関
連
事
項
を
取
り
扱
う
た
め
の
基
金
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を
設
立
す
る
こ
と
に
し
、
台
湾
の
再
生
医
療
が
異
体
化
、
自
動
化
、
量
産

化
に
向
か
い
発
展
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
、「
施
行
管
理
条
例
」

は
医
療
機
関
を
対
象
と
し
、「
製
剤
管
理
条
例
」
は
業
者
の
製
品
を
対
象
と

し
て
管
理
体
制
も
確
立
し
た
。
特
管
弁
法
の
施
行
か
ら
す
で
に
3
年
が
経

過
し
て
お
り
、
し
か
も
条
件
付
き
で
、
自
家
細
胞
の
治
療
し
か
認
め
て
い

な
い
。「
再
生
医
療
三
法
」
は
「
1
千
億
の
市
場
、
1
兆
元
の
商
機
」
に
影
響

を
及
ぼ
す
バ
イ
オ
テ
ッ
ク
の
大
法
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
法
律
の
通
過
に
伴
い
、

国
内
再
生
医
療
産
業
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
構
築
を
促
進
し
、
台
湾
の

バ
イ
オ
産
業
に
お
け
る
新
紀
元
の
開
幕
に
大
い
に
期
待
で
き
る
と
思
う
。

　

ま
た
、
衛
福
部
は
、
細
胞
治
療
技
術
に
関
す
る
情
報
専
門
サ
イ
ト
を
設

置
し
、
台
湾
に
お
け
る
細
胞
治
療
に
関
す
る
最
新
情
報
、
許
可
を
取
得
し

た
医
療
機
関
の
情
報
、
費
用
、
Ｑ
＆
Ａ
な
ど
を
掲
載
。
こ
れ
に
よ
っ
て
関

連
情
報
の
透
明
化
を
図
っ
て
い
る
。h
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再
生
医
療
三
法
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制
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